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マイナポイントって何？
　「マイナポイント」とは、国の消費活性化
策としてマイナンバーカードとキャッシュレ
ス決済を連動させたポイント制度です。
　マイナンバーカードを使って申し込みをす
ると、選択したキャッシュレス決済サービス
などのポイントがもらえます。
　もらったポイントは選択したキャッシュレ
ス決済サービスでの買い物などに利用できま
す。対象事業者など最新の情報は、マイナポ
イント事業ホームページでご確認ください。

マイナポイントをもらうには
①マイナンバーカードを取得しましょう　
　４年９月末までにマイナンバーカードの交
付申請をした人が対象です。
②登録・申し込みをしましょう。　　　　　
マイナポイントを受け取るには、マイナン
バーカードを使って、マイナポータルサイト

で５年２月末までにマイナポイントの申し込
みを行う必要があります。

① マイナンバーカードの
新規取得で最大5,000円分

　マイナポイントの予約・申し込み後、選択
したキャッシュレス決済サービスでチャージ
または買い物をするとマイナポイントとして
25％（最大5,000円分）のポイントがもらえ
ます。ポイント付与の時期はキャッシュレス
決済サービスにより異なります。
　３年12月末までにマイナポイント第１弾に
申し込み、すでに5,000円分のポイントを受
け取った人は対象外です。

② 健康保険証の利用
申し込みで7,500円分

　マイナンバーカードの健康保険証としての
利用申し込みをすると7,500円分のマイナポ
イントがもらえます。（既に利用申し込みを

行った人も対象となります。）

③ 公金受取口座の登録で7,500円分
　マイナンバーカードに公金受取口座を登録
すると7,500円分のマイナポイントがもらえ
ます。（既に登録を行った人も対象となりま
す。）

マイナポイント申込支援コーナー
　市役所新館地下１階に設置したマイナポイ
ント申込支援コーナーでマイナポイントの予
約・申し込みのお手伝いを行っています。
　受付時間は土・日・祝日を除く午前８時30
分～午後５時です。

申し込みに必要なもの
　マイナンバーカード、数字４桁のパスワー
ド、決済サービスＩＤとセキュリティコード、
口座情報がわかるもの（通帳、キャッシュカ
ード等）

健康保険証の利用申し込みで7,500円分、公金受取口座の登録で
7,500円分のポイント付与の申し込みを受付中

マイナポイント
第２弾 

　コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の一環として、マイナンバ
ーカードを取得した人を対象に、最大２万円分のマイナポイントが付与
されます。この機会に、便利なマイナンバーカードの取得をお勧めします。
マイナポイント申し込みの詳しい流れは、右のコードから確認できます。
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粗大ごみ受付専用電話
（収集依頼受付・要予約）

483-4506
月～金曜日９時～16時30分
（祝日・年末年始を除く）
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該　　当　　地　　域

指 定 袋 使 用 資源物

1

大和田（成田街道南側）
村上（3200・3300・3500番台の成田街道南側）
萱田町（成田街道南側）
大和田新田（県道幕張八千代線から東側）
高津（県道幕張八千代線から東側）

２（第1火）
16（第3火）

月
・
水
・
金

木

11
日
は
休
み

土
2 八千代台北 ９（第2火）

23（第4火）

3 八千代台西、八千代台南 ２（第1火）
16（第3火）

4 八千代台東 ９（第2火）
23（第4火）

5 上高野 ３（第1水）
17（第3水） 火・

木
・
土

11
日
は
休
み

金 月

6 村上団地 10（第2水）
24（第4水）

7 村上（新川の東側）、下市場、村上南、勝田台北
３（第1水）
17（第3水）

8 神野、保品、下高野、米本、米本団地、堀の内
10（第2水）
24（第4水）

コ
ー
ス

該　　当　　地　　域

指 定 袋 使 用 資源物

9
村上（成田街道北側で新川西側）、萱田町・萱田・
大和田（成田街道北側から東葉高速線南側）、大和田新田
（300・400・500・700 番台の成田街道北側から
東葉高速線南側）、ゆりのき台1・2丁目

４（第1木）
18（第3木）

月
・
水
・
金

火 土10
高津（県道幕張八千代線から西側）、高津東
大和田新田（100・200 番台の成田街道南側で
県道幕張八千代線から西側）

休み（第2木）
25（第4木）

11 高津団地大和田新田（１～99番地の成田街道南側）
４（第1木）
18（第3木）

12
大和田新田（900・1000・1100 番台の成田街道
北側から東葉高速線南側）、緑が丘2～4丁目、
緑が丘西（東葉高速線南側）

休み（第2木）
25（第4木）

13 勝田台 ５（第1金）
19（第3金） 火

・
木
・
土

11
日
は
休
み

水 月

14
勝田台南、勝田、麦丸、ゆりのき台3～8丁目、
萱田町（500番台を除く東葉高速線北側）
萱田（東葉高速線北側）

12（第2金）
26（第4金）

15
萱田町（500番台の東葉高速線北側）、
大和田新田（東葉高速線北側）、吉橋、尾崎
緑が丘１・5丁目、緑が丘西（東葉高速線北側）

５（第1金）
19（第3金）

16 真木野、小池、佐山、平戸、神久保、島田台、島田、桑橋、桑納、大学町
12（第2金）
26（第4金）
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粗大ごみの処分方法は収集依頼か清掃センターへの持ち込みで
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　一つのごみが20リットル用の八千代市指定ゴミ袋の口が縛れない、または、袋からはみ出してしま
う大きさのごみは、粗大ごみとなります。処分方法は、収集依頼と清掃センターへの持ち込みがありま
す。収集依頼の場合は、粗大ごみ受け付け専用電話へ依頼後、粗大ごみ処理券を購入して収集となりま
す。持ち込みの場合は、清掃センターに搬入する時に現金にて処理手数料を支払い、処分となります。

マイナンバーカードは次の５通りの
方法で交付申請ができます
①スマートフォンで申請
　ＱＲコード付き交付申請書のコードをスマ
ートフォンで読み取って、指示に従い申請し
てください。
②パソコンで申請
　マイナンバーカードの交付申請の公式サイ
ト（https://net.kojinbango-card.go.jp/）
にアクセスし、ＱＲコード付き交付申請書に
記載された申請書ＩＤ（半角数字23桁）を入
力して、指示に従い申請してください。
③窓口で申請
　市役所１階の戸籍住民課窓口で職員が専用
のタブレット端末を使って顔写真を撮影し、
オンラインによる申請のサポートを行います。
免許証などの本人確認書類が必要で、対象者
は市内に住民票がある人です。15歳未満また
は成年被後見人の人は、必ず法定代理人が同

行してください。既に顔写真をお持ちの場合
は、市役所、支所・連絡所で申請書の提出を
受け付けしています。
④郵便で申請
　ＱＲコード付き交付申請書に必要事項を記
入およびご自身の顔写真を貼付のうえ、送付
用封筒に入れて郵送してください。
⑤マイナンバーカード申請に対応した証明用
写真機で申請
　写真代金とＱＲコード付き交付申請書を用
意し、証明用写真機の指示に従い申請してく
ださい。
※①、②、④、⑤でのＱＲコード付き交付申請
書が手元にない人は、戸籍住民課または支所
へご連絡ください。

カードの申請から受け取りまで
　現在、申請してから出来上がるまで１か月
～２か月ほどかかりますので、余裕をもって
申請してください。顔写真などに不備があっ

た場合は、郵送またはメールで通知されます。
　マイナンバーカードが出来上がり次第、市
役所から受け取りについての案内文書を郵送
します。案内文書をご確認のうえ、入院など
のやむを得ない事情の場合以外、原則として
本人が戸籍住民課に受け取りに来てください。
　毎月第２日曜日の休日開庁日でも受け取れ
ます。希望される場合は、戸籍住
民課へ電話で予約してください。
詳細は右コードへ。

【問い合わせ先】
●マイナポイントについて：マイナポイ
ント申込支援コーナー　 421-6728
●マイナンバーカードの申請・取得につ
いて：戸籍住民課　 421-6707
●マイナンバー制度、カードについて：
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-
95-0178（平日午前９時30分～午後８時、
土日祝午前９時30分～午後５時30分）

スマートフォン、
パソコンで申し込む人

手続スポットで
申し込む人


